
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在園中は大切に保管し参考にしてください 

入園のしおり 

本町保育園へようこそ 

保育園の住所   中野区本町 ３－２９－１７ 

電話番号         ０３（３３７３）８７００ 

 Fax            ０３（３３７３）８７５９ 

メールアドレス honchouhoikuencity.tokyo-naano.lg.jp 

 



入園おめでとうございます 
 

保育園は保護者の皆様が安心して仕事ができ、一人ひとりの子どもたちが健康で楽しく、豊かな園生

活を送ることが出来るよう保育を進めております。子どもたちにとってかけがえのない乳幼児期に、沢山の

愛情と楽しい思い出が残るよう皆様と一緒に子育てを進めていきたいと思います。 

 入園に際しましてご用意していただく物や、お願いしたい約束事があります。ご理解の上ご協力よろしくお

願いいたします。 

 

 

【中野区保育園 保育目標】 

保育園は、一人ひとりの子どもを大切にし、集団生活を通して 

◆ 「じょうぶな体」 

◆ 「豊かな心」 

を育てることを目標にします。 

 

 

【本町保育園 保育目標】 

◆ 健康な子ども 

◆ 思いやりのある子ども 

◆ 意欲的に遊べる子ども 

 

〈保育方針〉 

 一人ひとりの子どもが安全な環境のもと、心身ともに健康でその子らしさを発揮しながら、さまざまな

経験や体験を通して生きる喜びと力を育んでいきます。 

 自分の気持ちを受け止めてもらったり、相手の気持ちを受け入れたり、いろいろな経験や体験

から感じる心を育み、思いやりの心を育てていきます。 

 一人ひとりが主体的にあそべるような環境を用意し、自ら考え工夫しながら遊ぶことが満足

感、自信へとつながるように援助していきます。 

 どの子も愛されていることを実感し、「自己肯定感」を育てる保育をしていきます。 

 保護者とのよりよい関係を築きながら、相互理解を深め、子育てのパートナーとして、適切に

支援していきます。 

 地域の子育て家庭への育児相談や援助、交流の場の提供を行い、地域で子どもを育てる環境作

りに努めていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、行事予定 

 

 

  

月 行 事 予 定 

４月 顔合わせ会 

５月 ミニ運動会 

６月 プール開き 

７月 七夕会 

８月 プール閉め 

１０月 運動会（幼児クラス保護者参加）／ 園外保育（幼児クラス） 

１１月  

１２月 冬のお楽しみ会 

１月 新年子ども会 

２月 節分 

 

３月 

ひなまつり  

就学祝いの会・成長を祝う会（幼児保護者参加） 

お別れ散歩 

順次登園 順次登園 順次登園

検温 当番保育 当番保育

クラス保育 クラス保育 　　 クラス保育

おやつ おやつ

(ミルク） あそび

(離乳食） (室内・戸外）

食事 食事 　食事

午睡 午睡

(離乳食） 　午睡

検温 目覚め 　目覚め

おやつ おやつ 　おやつ

順次降園 順次降園 　順次降園

クラス保育 クラス保育 　幼児合同保育

（園庭・ホール）

延長保育 　延長保育

補食 　補食

あそび 　あそび

閉園 閉園 　　 閉園

18:15

19:15

12:00

14:00

15:00

16:00

16:45

7:15

8:45

9:00

11:00

時間 0歳児 1,2歳児 　3,4,5歳児

※保護者会、個人面談は年

3 回行います。 

※乳児クラスは３回目の保護

者会後に、お子さんの大きく

なった姿を見ていただくミニ

発表会があります。 

１、保育園の一日 

※幼児クラスはクッキング保育

もあります。 



ふれあいルーム 

１、本町保育園の概要 

 

◎クラス名と定数 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

クラス名 ひよこ うさぎ こぐま にじ ほし もり 
１０７名 

現人数 １２名 １６名 １６名 ２１名 ２１名 ２１名 

 

◎職員構成 

  園長  副園長  保育士  看護師  栄養士（巡回） 用務 

任期付短時間職員  会計年度任用職員 

嘱託医：2 名（小児科 1 名  歯科 1 名 ）  調理：業務委託（株式会社 旺栄） 

＊医療的ケア児を定数外でお預かりしています。（2021 年度より） 

＊家庭的保育事業者との連携で、代替保育を行っています。 

＊一時保育事業：いちごぐみ（一時保育・短期特例保育：一日３名まで） 
 

 

◎保育時間 

開所時間    午前 7 時 15 分 ～ 午後 19 時 15 分まで 

   ＊そのうち、午後１8 時 16 分 ～ 午後 19 時 15 分は延長保育となります。 

※満１歳の次の月から利用可能 

 

２、保育室および施設内容（鉄筋コンクリート２階建） 

 

１階・・・3，4，5歳児保育室･ホール･事務室･医務室･多目的室･調理室 

  2階・・・0，1，2，歳児保育室・一時保育室 

 

                     
 1 階 ２階

障害者トイレ

玄

関

　　　1歳児室

倉

庫

調理室 トイレ

休憩室

事務室

多目的室
4歳児室

砂場

ホール

5歳児室

倉

ベランダテラス

2歳児室
医務室

一時室
調乳室

3歳児室

0歳児室

受渡室

沐浴室

ベッド

ルーム

ロッカー

室

倉庫

幼児用

トイレ

乳児用

トイレ 庫

休憩室



保護者の方との確認事項 
 

１、 登降園に関して 

○ 保育時間は、保護者の方の勤務時間と通勤時間で登園時間と降園時間を決定します。 

ご家庭により異なりますが、お約束した時間は守るようにしてください。職場の異動などにより変更

する場合は園長まで申し出てください。 

○欠席や受診、その他で登園が遅くなる場合の連絡は 9 時 15 分までにコドモンのアプリへの入力を

お願いします。職員がコドモンでの連絡を確認するのは、8 時 45 分～16 時 30 分までになりま

す。それ以外の時間は電話でご連絡ください。 

○送迎は保護者、または保護者に代わる大人の方にしてください。 

○お約束の時間に遅れる場合や送迎者の変更がある場合は必ずご連絡ください。ファミリーサポート

などに依頼する場合は、名前を前もってお知らせください。 

○登降園の際は職員に必ず声をかけてください。 

○電子施錠門の開閉は必ず大人の手でお願いします。 

○送迎の際には、保護者証を見えるところに着けてください。 

 

２、 延長保育について   

＊満１歳の次の月から利用可能 １日の定員は２５名（乳児：１０名 幼児：１５名） 

○18 時 16 分からは延長保育となります。（短時間保育認定の場合は利用方法が異なります） 

○利用方法は 2 種類あります。 

①登録利用  役所に申請し、承認後は登録児としてご利用できます。 

②日々利用  急な残業や計画的な残業の場合にご利用できます。 

※予約は前日までに事務所にお声がけをお願いします。 

※当日の予約は 12 時から 17 時までに電話連絡で受け付けます。 

主な送迎者（父、または母）がご連絡ください。 

定員がいっぱいになりましたら日々利用はお受けできません。 

 

３、 その他 

○住所・電話番号・保護者の勤務時間や職場が変わった時、退園が決まった時は園長までお知ら

せください。 

○仕事の都合で職場を離れる場合は連絡先をお知らせください。 

（産休・育休の方は長時間外出の場合お知らせください。） 

○緊急時に連絡の必要がある場合は、保護者の方の職場に連絡します。 

○仕事がお休みの時や在宅勤務の時はお知らせください。 

○保護者会・運動会・就学祝いの会・成長祝う会の行事には、保護者の方の参加をお願いします。 

※日常のことで分からないことがありましたら、気軽にお尋ねください。また、玄関にご意見箱がありま

すので、いつでもご意見・ご要望をお寄せください。中野区にはオンブズマン制度もあります。 



個人情報について 

 

 個人情報保護法により、個人の情報が不用意にご本人の確認を得ることなく漏れることが無いよう法

律で規制されています。保育園でも保護者の方からお子さんをはじめ、ご家族についての個人情報をお

聞きしています。入園の前の面接の時から入園後も多くの書類に記入していただいておりますが、保育園

でお聞きした個人情報については、保育園以外で使用することはありません。又、保存期限を過ぎた書

類については中野区役所を通して廃棄処分をしています。 

 

（１）お聞きする個人情報 

①児童票に記載する事項 ・・・名前・生年月日・住所・電話番号・家族の情報など 

②お子様の健康に関する事・・・既往歴・母子手帳に記載されていること・アレルギーの有無 

③緊急連絡票に記載されていること・・・保護者・家族の連絡先など 

☆上記は保護者の方に記入していただきます。（表紙のコピーを渡し、園で書き写すこともあります） 

☆これらの書類は鍵のかかるところに適正に保管しています。勝手な持ち出しも禁止しています。 

 

  

 

 

 

 

  

★中野区オンブズマン制度について★ 

本町保育園ではご意見や、疑問は、園長・副園長が窓口となって対応

しています。公立保育園の園運営に対して「福祉オンブズマン」に苦情を

申し立てることもできます。 

事務所へお気軽に相談にいらしてください！ 

★中野区コンプライアンス★ 

「信頼される区政を推進するために」 

 金銭や物品などを受け取りません。 

 対価を支払うことなく貸付やサービスを受けません。 

 飲食物や便宜の提供を受けません。 

 職務への要望は記録します。 

 地位を利用した不当な要求については、拒否するとともに内容を記録します。 



防犯・安全対策について 

 

お子様の安全を守るためのご協力及び確認をお願いします。 

○玄関門は２４時間電子施錠されています。他の門にはチェーン錠をつけております。 

○電子錠の暗証番号は３カ月ごとに変更します。（保護者と職員のみに伝えています） 

○正門のインターホン・止め鍵・解錠ボタンの操作は防犯安全のため必ず大人の手でお願いします。 

○防犯上平日は 11 時 00 分から 15 時 30 分。 

17 時 15 分から 19 時 15 分は玄関の鍵を閉めています。（土）は一日中閉めています。 

○玄関に防犯カメラを設置しております。 

○土曜は保育する部屋以外は安全の為鍵をかけています。 

○火災・地震・風水害発生の際は園児の引き取りをお願いします。災害時は、園舎の倒壊の恐れ

が無い限り保育園にとどまりますが、万が一の場合安全な場所に避難する事もありますので以下の

場所の確認をしておいてください。 

近隣火災の際は    

近隣火災の避難先   宝仙学園   朝日が丘児童館 

広域避難場所      新宿中央公園  

 

☆避難する場合は保育園正門に避難場所を掲示します。 

☆コドモンでのお知らせも可能な限り行います。 

    ☆災害はいつ起こるかわかりません。職場を離れる際は必ず保育園に連絡してください。 

    ☆園児の引き渡しは、緊急時連絡票に名前がある方にのみ行います。 

大きな震災で、被災地に指定された場合には【災害用伝言ダイヤル】が利用できます。 

「１７１」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音再生を行ってください。  

① 

② 

③ 

④ 

①本町保育園 

②宝仙学園 

③朝日が丘児童館 

④新宿中央公園 



園生活を過ごすために 

① 次のような症状がみられる時は登園前に受診しましょう。 

・発熱（病気の始まりのサインです） 

・吐く・下痢・発疹・ひどい咳  

・眼やに、眼が赤い、腫れている 等 

② 登園時の健康観察について 

 登園時、安全で健康な園生活を送るために職員と一緒に健康観察を行ってください。 

    

 

 

 

③ 保護者への連絡 

 大切なお子様をお預かりしていますので、保育中も体調には気をつけています。 

保育中に①のような症状が見られた時は、ご連絡し、状況に応じてお迎えをお願いします。 

子どもの病気は、急変する場合があります。 

緊急連絡先が変わる時や職場を離れる時は、その都度お知らせください。 

④ 病気やけが後の登園 

 保育園の集団生活が可能か、医師の診察を受け確認お願いします。 

登園に際して、罹った感染症により、医師が記入した『意見書』、または、医師の診断を受け、保

護者が記入する『登園届』が必要となります。『意見書』『登園届』の用紙は、保育園にありますが

コドモンの資料室・中野区のホームぺージからもダウンロードできます。 

 病気の後、「顔色が悪い・ぐったりしている・食欲がない・機嫌が悪いなど」の様子が見られる時は、

体力の回復が今一つです。このような時は無理をすると病気を長引かせます。十分に回復してか

ら登園しましょう。 

 家庭でけがをした時には職員に必ず伝えてください。 

 大きなけが（頭を打つ、火傷など）の時には受診してください。 

 

 

感染症の場合もあります。 

集団生活のまん延を防ぐためにも 

受診して確認をお願いします。 

・熱はありませんか？ ・鼻水は出ていませんか？ 

・機嫌は良いですか？ ・咳は出ていませんか？ 

・食欲はありますか？ ・下痢、便秘はしていませんか？ 

・眼やには出ていませんか？ ・湿疹、発疹はありませんか？ 

・薬は飲んでいますか？ ・ホクナリンテープを貼っていますか？ 

・爪は伸びていませんか？ ・けが（傷やあざ）はありません

か？ 



⑤けがの対応 

 保育園での小さなけがは応急手当をして、お迎えの時にお知らせします。 

    大きなけが、あるいは受診が必要と判断した時は、保護者の方に連絡をとり医療機関を受診し 

ます。ご家庭でけがをされた時も、お知らせください。 

 保育園でけがをして受診した時、災害共済給付金の対象になる場合があります。 

      その場合は、受診時に乳児医療証を使用せずに２割相当の医療費を一時的にご負担いただき、

後に日本スポーツ振興センターへ災害共済給付金の請求をします。 

 

⑥薬について  

 基本的に保育園で与薬することはできません。 

 病院にかかる場合は保育園に通っていることを伝えて、処方の回数を２回に変更できないかなど 

主治医とご相談ください。時間の間隔を決めて飲む薬は、病原菌を抑える抗生剤のことが多いので、

家庭での安静を大切にしましょう。また薬を勝手に途中でやめたり、残っていた薬を飲ませたりせず、

主治医の指示を守りましょう。 

 ホクナリンテープには名前を書いて背中に貼り、職員に貼っている事を必ず口頭でお知らせください。 

   

⑦食物アレルギーの対応 

 食物や薬などでアレルギーを起こしたことがある時は、必ず連絡をお願いします。食物アレルギーは医

師の記入した『アレルギー疾患生活管理指導表』又は『診断書』に基づき、中野区では鶏卵、乳製

品については、除去あるいは代替えの給食を実施します。その他の食物アレルギーについては、お弁

当をお願いしています。なお、『アレルギー疾患生活管理指導表』は、１年ごとに提出をお願いします。 

 

⑧健康カードについて 

 保育園では、月に１回の身体計測、健康診断や歯科検診の結果などを記入してお渡しします。ご

覧になりましたらサインし、戻してください。 

   なお、ご家庭で受けた乳幼児健診の結果や予防接種については、その際にご記入ください。 

 

⑨その他  

 手、足の爪切りをお願いします。 

 手洗い、うがいは身を守る基本です。習慣つけましょう。



            memo  



  



 


